
事 務 連 絡 

令和３年６月 23 日 

 

各 都 道 府 県 保 育 主 管 課 

各 都 道 府 県 児 童 福 祉 主 管 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

各 都 道 府 県 認 定 こ ど も 園 主 管 課 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 幼 稚 園 主 管 課 

各都道府県地域子ども・子育て支援事業主管課  

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 保 育 主 管 課 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 児 童 福 祉 主 管 課 

各指定都市・中核市認定こども園主管課 

各指定都市・中核市地域子ども・子育て支援事業主管課 

 

 

        

     内 閣 府 子 ど も ・ 子 育 て 本 部 

（ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 担 当 ） 

（ 認 定 こ ど も 園 担 当 ） 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課 
厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室  
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 家 庭 福 祉 課 

        
 

「令和２年教育・保育施設等における事故報告集計」の公表について 

 

 

日頃より子ども・子育て支援施策の推進、子ども・子育て支援新制度の施行に御

尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

このたび「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」（平成 29年 11

月 10日府子本第 912号、29初幼教第 11号、子保発 1110第 1号、子子発 1110第１

号、子家発 1110第１号。以下「事故報告通知」という。）等に基づき、令和２年１

月１日から令和２年 12月 31日の期間内に内閣府・文部科学省・厚生労働省に報告

のあった事故報告の件数について、別添のとおり取りまとめ公表しましたので、情

報提供いたします。 

公表内容については、内閣府ホームページに掲載しております。 

掲載 URL  https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/index.html 

御中 
 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/index.html


つきましては、上記のことについて御了知いただくとともに、管内市町村（特別

区を含む。）及び施設・事業者に対する周知をお願いいたします。 

また、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイド

ラインについて」（平成 28年 3月 31日府子本第 192号、27文科初第 1789号、雇児

保発 0331第 3号）により、事故発生の防止等や事故発生時の対応の参考となるよう

作成したガイドラインを示しており、各施設、事業者や地方自治体において事故防

止や事故発生時の対応に取り組んでいただいているものと承知しています。 

今回の事故報告集計の公表を機に、改めて事故報告の徹底及びガイドラインの周

知を図るとともに、引き続き、保育事故発生予防のための取組を推進していただき

ますようお願いいたします。 

 
 
 

【照 会 先】 
内閣府子ども・子育て本部 

TEL：03-6257-1467（直通） 
FAX：03-3581-2521 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課 
TEL：03-6734-3136（直通） 
FAX：03-6734-3736 

厚生労働省子ども家庭局総務課 
少子化総合対策室 

TEL：03-5253-1111（内線 4838） 
FAX：03-3595-2313 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 
TEL：03-5253-1111（内線 4859、4966） 
FAX：03-3595-2749 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 
母子家庭等自立支援室 

TEL：03-5253-1111（内線 4887） 
FAX：03-3595-2663 


